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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２４年１０月４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２４年５月１３日 ０８時３０分ごろ 

発生場所 静岡県御前崎市南東方沖 

 御前崎市所在の御前埼灯台から真方位１２６°１０.１海里付近 

 （概位 北緯３４°２９.８′ 東経１３８°２３.４′） 

事故調査の経過  平成２４年５月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 寿々
す ず

丸、４.８トン 

 ＳＯ３－２２２７７（漁船登録番号）、個人所有 

 １０.５０ｍ（Lr）×２.７３ｍ×１.０５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数９０、平成８年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成４年５月１８日 

  免許証交付日 平成２３年１２月８日 

         （平成２９年５月１７日まで有効） 

甲板員 男性 ７７歳 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、御前崎市南東方沖の漁場

において、底立てはえ縄漁の揚縄作業中、強い潮流と釣り針が根に掛

かって縄が重くなったことから、甲板員が、縄を切らないように左手

で縄を押して張り具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整し

て縄を揚げていたところ、平成２４年５月１３日０８時３０分ごろ甲

板員の左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれた。 

 甲板員は、直ちに指を縄とローラから外したものの、流血があった

ので手袋を取って見たところ、小指が第一関節の部分で皮１枚でつな

がった状態であった。 

 船長は、僚船に救急車の手配を依頼した。 

 甲板員は、岸壁で待機していた救急車で病院に搬送され、左小指末

節骨骨折及び左小指挫創で全治３か月と診断された。 
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 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：海上 波高約２ｍのうねり 

 その他の事項 

 

 本船は、右舷船首寄りに油圧駆動式の巻揚機が取り付けられてい

た。 

 甲板員は、巻揚機の船尾側に位置し、左手で巻揚機の操作レバーを

操作して縄を巻き揚げ、右手で枝縄を外して甲板員の船尾側の船長に

渡していた。 

 甲板員は、底立てはえ縄漁を４０年以上経験していた。 

 甲板員は、左手の小指を縄とローラとの間に挟んだ状況について、

記憶がなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、御前崎市南東方沖の漁場において、潮流を受け、また、根

掛かりして重くなった縄を揚縄中、甲板員が、左手で縄を押して張り

具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整し、縄を揚げていた

ところ、左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれたことから、

同指を負傷したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、御前崎市南東方沖の漁場において、潮流を受

け、また、根掛かりして重くなった縄を揚縄中、甲板員が、左手で縄

を押して張り具合を確認しながら、巻揚機の操作レバーを調整し、縄

を揚げていたところ、左手小指が縄と巻揚機のローラとの間に挟まれ

たため、同指を負傷したことにより発生したものと考えられる。 

 




